
主な改善要望事項 対応状況

• 提出を省略できる添付書類を増やす。

 国税庁において、「提出をお願いしている書類」の見直しを行い、相続税申告の添付書
類を大幅に削減する（令和５年１月提出分以降）。

 「相続税の申告のためのチェックシート」及び「税理士法第33条の２の添付書面に係る
チェックシート〔相続税〕」を改訂し、法定書類と提出をお願いしている書類を明記する。

• １回当たりの送信容量の制限を増やす。
（イメージデータの分割送信の改善）

 添付書類の多い申告については、令和4年4月以後のe-Tax申告手続から光ディスク
等による提出が可能となるよう、国税庁告示を改正した。

 １回当たりの送信容量は、令和5年5月に拡大を予定している（8MB⇒14MB）。

• e-Taxの利用可能時間（通常期）を
土日祝日にも広げる。

 令和４年４月以降、通常期（確定申告期以外の期間）においても、e-Tax受付時間は拡
大され、メンテナンス日を除き、原則、土・日・休祝日も利用可能とした。

通常期⇒火曜日～金曜日：24時間（月曜日・土曜日・日曜日・休祝日：8時30分～24時）

• e-Tax未対応の帳票をXML形式で提
出できるようにする。

 現在は、e-Tax未対応の帳票については、PDFによる提出を可能としている。

 XML帳票については、費用対効果を踏まえ、提出件数が多いと見込まれる帳票を優先
し、開発を検討していく方針である。

○ 相続税e-Taxに関するアンケートに寄せられた改善要望

 令和３年９月～12月にご協力いただいたアンケート結果は、相続税e-Taxの利便性向上の検討に活用させていただきました。

 相続税e-Taxに関する改善要望は、添付書類の送信に関するものが最も多く、国税庁では、最優先課題として対応策等を検討して
まいりました。

 税理士の皆様からいただいた主な改善要望事項と対応状況は次表のとおりになります。

～アンケート結果～

 国税庁では、税理士の皆様からのご意見・ご要望を参考に利便性向上策を検討し、引き続き、電子申告の推進に努めてまいります。


